家庭におけるエコ窓普及促進補助金事務局　殿


家庭におけるエコ窓普及促進補助金申請　同意書

家庭におけるエコ窓普及促進補助金の交付を受けるため、甲（「補助事業者（施工事業者）」）と乙（「共同事業者（住宅所有者）」）は互いに以下の事項を確認・同意し、本同意書を提出します。

	交付申請にあたり両者で確認を行っておく事項
【甲】から【乙】へ説明し、同意した内容を記載すること。

	①交付された補助金の還元方法
	· 本契約に係る【乙】の【甲】に対する債務（支払）に充当する方法
· 【甲】が【乙】に現金で支払う方法
※補助金の交付から遅くとも２ヶ月以内に【乙】へ還元する。


	②還元予定補助金額
	金額　　　　　　　　円

	②申請手続きに伴い【乙】が【甲】に支払う　手数料
	· 手数料・その他諸経費の請求なし
· 手数料の請求あり　金額　　　　　　　円
※手数料を要する場合は、これらの費用について【甲】は【乙】に別途説明を行うこと。





作成日：令和　年　月　日
	【甲】補助事業者（工事施工者）
	[bookmark: _GoBack]【乙】共同事業者（工事発注者）

	事業者名

	氏名

	代表者

	

	住所
〒

	住所
〒


・契約書の締結者と同じ者が記名をしてください。
・自筆の場合は押印不要です。
